
平成２０年１２月１２日

国土交通省中部地方整備局

設 楽 ダ ム 工 事 事 務 所

お 知 ら せ

１．件 名 「設楽ダム建設同意に係る確約事項」の設楽町への回答について

２．内 容 設楽町役場において、設楽町より平成２０年１月２１日に照会のあ

りました「設楽ダム建設同意に係る確約事項」について、本日の１５

時１５分から中部地方整備局及び愛知県が設楽町に回答を行いました。

設楽町への回答後、設楽ダム工事事務所と愛知県豊川水系対策本部

は記者会見を行い、別添資料を配付していますのでお知らせします。

３．別添資料

１）設楽ダム建設同意に係る確約事項について（回答）

２）設楽ダム建設同意に係る確約事項に関する具体的な内容について

４．記者会見

日 時：平成２０年１２月１２日（金） 回答終了後

場 所：設楽町役場 議場

出席予定機関：国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所

愛知県豊川水系対策本部

５．解 禁

指定無し

５．同時配布

新城市政記者クラブ、豊橋市政記者会、中部地方整備局記者クラブ

６．問合せ先 国土交通省中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

副所長 丹羽 裕男

副所長 河野 龍男

TEL ０５３６－２３－４３３１



国部整河計第 ４８ 号

平成２０年１２月１２日

設 楽 町 長

加 藤 和 年 殿

国土交通省中部地方整備局

河川部長 山 根 尚 之

設楽ダム建設同意に係る確約事項について（回答）

平素より設楽ダム建設事業につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。

設楽ダムは、洪水被害や頻発する渇水被害から人々の暮らしを守るとともに、

東三河地域の継続的な発展を図るために必要な施設であることから、ダム建設

事業を推進しています。

本年１０月２７日には、設楽ダムの建設に関する基本計画を公示するととも

に、同２８日には設楽ダム建設に関する損失補償基準を提示させていただくに

至ることが出来ました。

これもひとえに貴町の御尽力の賜物と深く感謝しております。

さて、貴町より平成２０年１月２１日付け２０設ダ第４号で照会のありまし

た標記につきまして、別紙のとおり回答いたします。

今後とも、設楽ダム建設事業につきまして、さらなるご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。



別紙

建設同意のための確約事項に対する回答

①基本的考え方の明確化について

「設楽ダム建設事業の推進に関する協定書」調印時の事前確約事項につき

ましては、貴町及び関係機関と協議・調整し、誠意を持って対応していると

ころであり、今後ともこの事前確約事項を遵守するとともに、国として最善

の努力をしてまいります。

②水没住民の生活再建対策（集団移転地・公営住宅の整備）の明確化について

設楽ダムの建設によって移転を余儀なくされる方々の生活再建対策につき

ましては、貴町のご協力を得て愛知県と協力し、移転される方々の意向を確

認するとともに、愛知県が中心となり集団移転候補地、土地分譲単価等の具

体的な条件を提示しているところです。引き続き、愛知県と協力し移転先の

確保に取り組むとともに、国は個人移転希望者を対象として、移転先の斡旋

を行います。

③国道２５７号の改良整備の明確化について

愛知県に対する事項のため、国の回答は控えさせていただきます。

ただし、国道２５７号の通称安沢坂の道路改良につきましては、設楽ダム

付替道路瀬戸設楽線との一体的整備となるため、愛知県と十分連携を図りま

す。

④水源地域対策特別措置法に基づく、設楽ダム水源地域整備計画に対する受益

地域の費用負担の明確化について

愛知県に対する事項のため、国の回答は控えさせていただきます。

⑤設楽ダム対策基金造成額の明確化について

愛知県に対する事項のため、国の回答は控えさせていただきます。

⑥下流受益市町との交流施設整備の明確化について

愛知県等に対する事項のため、国の回答は控えさせていただきます。

ただし、交流施設整備予定箇所につきましては、国において土捨場を計画

しており、関係機関と十分調整を図りつつ敷地造成など協力してまいります。

⑦設楽ダムに係る公共補償の明確化について

ダム建設によりその機能を廃止し、又は休止することが必要となる公共施

設（以下「対象公共施設」という。）につきましては、「国土交通省の直轄

の公共事業の施行に伴う公共補償基準」に基づき、機能回復が図られるよう

適正な補償を行ってまいります。

具体的には、貴町と補償内容を十分協議し明確化した上で、これに基づき

公共補償協定を締結し、対象公共施設の機能回復のための補償を行ってまい

ります。

ダム建設に伴う行政需要の増大に対する費用につきましても、「国土交通

省の直轄の公共事業の施行に伴う公共補償基準」に基づき、適正な時期に適

正な補償ができるよう措置してまいります。



国部整楽第 ４１ 号
平成２０年１２月１２日

設 楽 町 長
加 藤 和 年 殿

国土交通省中部地方整備局
設楽ダム工事事務所長 堀 与志郎

設楽ダム建設同意に係る確約事項に関する具体的な内容について

平素より設楽ダム建設事業につきまして、貴職並びに貴町関係各位の格別の
ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

中部地方整備局河川部長より貴町に対して平成２０年１２月１２日付け国部
整河計第４８号にて回答させていただきました「設楽ダム建設同意に係る確約
事項」に関するダム建設によりその機能を廃止し、又は休止することが必要と
なる公共施設（以下「対象公共施設」という。）の具体的な内容につきまして
は、次のとおりと考えています。貴町と補償内容を十分協議し明確化したうえ
で、調整を図りながら「公共補償基本協定書」の締結に向け進めていく所存で
すので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

１．対象公共施設の範囲
対象公共施設は、愛知県北設楽郡設楽町の別紙「公共補償項目別内訳書」

（以下「内訳書」という。）及び別紙図面に示す範囲とします。

２．補償の方法
対象公共施設の工事施行区分並びに構造及び補償内容は、内訳書のとおり

とします。
ただし、設楽町等の施設管理者が自ら機能回復のための工事施行等を行う

際には、ダム建設事業の範囲において、最大限の協力及び支援を行います。
なお、ダム事業者は機能回復等に伴う工事施工に際し、住民生活や森林管

理等に配慮します。

３．費用負担
対象公共施設の補償にあたり、機能回復に伴う費用はダム事業者の負担と

します。
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別紙 公共補償項目別内訳書

① ダム事業者は次の町道を施行するものとします。

項目 公共施設の名称 図 面 ヶ
番号 構 造 及 び 補 償 内 容 所番号

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町八橋字モチフテ
１ 谷合知生線 至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字柴戸屋 １

延長 約２８２ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町八橋字柴戸屋
２ 八橋風越線 至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字マキボラ ２

延長 約６０９ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町八橋字マキボラ
３ 中島方ノ沢線 至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字崩沢 ３

延長 約１，１８５ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町八橋字西路
４ 八橋天堤線 至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字崩沢 ４

延長 約２６２ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町川向字萩ノ平沢
５ マンゼ新直線 至 愛知県北設楽郡設楽町川向字新居 ５－１

延長 約５０ｍ以下 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

自 愛知県北設楽郡設楽町川向字大空前
至 愛知県北設楽郡設楽町川向字大空前 ５－２

延長 約５０ｍ以下 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町大名倉字後沢
６ 川向大名倉線 至 愛知県北設楽郡設楽町大名倉字安天山 ６

延長 約２９０ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町大名倉字沢入
７ 山ノ神沢入線 至 愛知県北設楽郡設楽町大名倉字沢入 ７

延長 約５０ｍ以下 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町小松字マサノサワ
８ 笹平奴田小松線 至 愛知県北設楽郡設楽町小松字段戸 ８

（国道２５７号側） 延長 約４６８ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町田口字添沢
９ 小松添沢線 至 愛知県北設楽郡設楽町田口字添沢 ９

延長 約１２９ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町小松字下り道
１０ 小松中央線 至 愛知県北設楽郡設楽町小松字下り道 １０

延長 約９６ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町小松字鶇巣
１１ 小松柿平線 至 愛知県北設楽郡設楽町小松字鶇巣 １１

延長 約５０ｍ以下 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町松戸字イオケドチ
１２ 田口松戸線 至 愛知県北設楽郡設楽町松戸字イオケドチ １２

延長 約１１０ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町松戸字シバタイラ
１３ 椹尾裏谷線 至 愛知県北設楽郡設楽町松戸字シベトウ １３

延長 約１，６２９ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り
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項目 公共施設の名称等 構 造 及 び 補 償 内 容 図 面 ヶ
番号 所番号

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町田口字西貝津
１４ シウキ江ヶ沢線 至 愛知県北設楽郡設楽町清崎字江ヶ沢 １４

延長 約２００ｍ 幅員 ９．５ｍ 舗装有り
※町の実施する道路事業との合併事業とする。

（町の負担率(9.5m-(5m+2.5m/2))/9.5m=0.342）

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町田口字シウキ
１５ 狐洞育苗線 至 愛知県北設楽郡設楽町清崎字下ノ沢 １５

延長 約５０ｍ以下 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町清崎字大久賀田
１６ 平野松戸線 至 愛知県北設楽郡設楽町清崎字江ヶ沢 １６

延長 約２，６０５ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町小松字鶇巣
１７ 笹平奴田小松線 至 愛知県北設楽郡設楽町小松字鶇巣 １７

（県道設楽根羽側） 延長 約５０ｍ以下 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

町道 自 愛知県北設楽郡設楽町清崎字中堀田
１８ 本町萩平安沢線 至 愛知県北設楽郡設楽町清崎字中堀田 １８

（仮称） 延長 約２８８ｍ 幅員 ５．０ｍ 舗装有り

② ダム事業者は次の林道を施行するものとします。

項目 公共施設の名称等 構 造 及 び 補 償 内 容 図 面 ヶ
番号 所番号

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町長江字大平
１ 的場線（仮称） 至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字下當門 １

延長 約８５２ｍ 幅員 ４．０ｍ

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町八橋字小梨貝津
２ 大野線 至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字小梨貝津 ２

延長 約５０ｍ以下 幅員 ４．０ｍ

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町川向字若桜
３ 境川線 至 愛知県北設楽郡設楽町川向字鬼沢 ３

延長 約９６０ｍ 幅員 ４．０ｍ

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町川向字光石
４ 南岳線 至 愛知県北設楽郡設楽町川向字向山 ４

延長 約３１４ｍ 幅員 ４．０ｍ

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町大名倉字大洞
５ 大名倉椹尾線 至 愛知県北設楽郡設楽町大名倉字大洞 ５

（仮称） 延長 約１，４９５ｍ 幅員 ４．０ｍ

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町小松字マサノサワ
６ 笹平奴田線 至 愛知県北設楽郡設楽町小松字丸瀬 ６－１

（仮称） 延長 約１，１０９ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町小松字マサノサワ
至 愛知県北設楽郡設楽町小松字丸瀬 ６－２

延長 約２８２ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町小松字滝坂
至 愛知県北設楽郡設楽町小松字滝坂 ６－３

延長 約４２０ｍ 幅員 ４．０ｍ
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項目 公共施設の名称等 構 造 及 び 補 償 内 容 図面ヶ
番号 所番号

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町田口字田尻
７ 大崎線（仮称） 至 愛知県北設楽郡設楽町田口字西貝津 ７－１

延長 約１６８ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町田口字西貝津
至 愛知県北設楽郡設楽町田口字西貝津 ７－２

延長 約２１７ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町田口字小貝津
至 愛知県北設楽郡設楽町田口字小貝津 ７－３

延長 約４３５ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町田口字大久保
至 愛知県北設楽郡設楽町田口字大久保 ７－４

延長 約１５６ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町田口字添沢
至 愛知県北設楽郡設楽町田口字添沢 ７－５

延長 約１０２ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町田口字添沢
至 愛知県北設楽郡設楽町田口字井戸入 ７－６

延長 約９６０ｍ 幅員 ４．０ｍ

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町八橋字長久保
８ 鬼沢線（仮称） 至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字根道外 ８－１

延長 約３１９ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町八橋字トフヅラ
至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字根道外 ８－２

延長 約２５１ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町八橋字根道外
至 愛知県北設楽郡設楽町八橋字根道外 ８－３

延長 約１００ｍ 幅員 ４．０ｍ

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町川向字南ヶ岳
９ 南岳支線線 至 愛知県北設楽郡設楽町大名倉字胡桃窪 ９－１

延長 約４７２ｍ 幅員 ４．０ｍ

自 愛知県北設楽郡設楽町川向字南ヶ岳
至 愛知県北設楽郡設楽町川向字南ヶ岳 ９－２

延長 約５０８ｍ 幅員 ４．０ｍ

林道 自 愛知県北設楽郡設楽町清崎字中堀田
１０ 水呑場線（仮称） 至 愛知県北設楽郡設楽町清崎字水呑場 １０

延長 約６２４ｍ 幅員 ４．０ｍ 舗装有り

なお、関係する地権者等との協議により、機能回復が不要となった林道につ
いては、対象公共施設の範囲から除外します。
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③ ダム事業者は次の対象公共施設の建設に必要な費用等を施設管理者に金銭
補償するものとします。

項目 公共施設の名称等 現 況 施 設 の 構 造 及 び 補 償 内 容 図面ヶ
番号 所番号

１ 田口簡易水道 一式 １・２

２ 田口第２簡易水道 一式 －

北設楽広域屎尿処 北設楽郡設楽町松戸字ワカドチ 10-3
３ 理センター RC 造地上二階・地下一階建 屎尿処理施設等 ３

(松戸クリーンセンター) 一式

４ 小松公会堂 外 一式 －






